
斗 与
=配違証明=

T060-0004
北海道札幌市中央区北四条西 12丁目
1番 55ほくろうビル 3階

棚|

!!i

ilili「

',IIItililili!
!iill:iilili

IIIIIIII

|!|

tili,

田・
士

||lil!:li,!!:iiii

'IIItiiiii

認定特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道
理事長 松 久 三四彦  殿
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〒 060‐ 0004 札幌 市 中央 区北 4条 西

認定特定非営利活動法人消費者支援 ネ ッ ト北海道

理事長 松   久  三 四 彦  殿

t‖せ蛭換く押珊2021年 9月 29日

東京 都 品川 区東 品川 2丁 目 8番 ■号

株 式会社 」TB

代 表 取締 役   山  北   栄  二  郎

Ξ員書整辱毯極曇義鼻虫魯封儲}辞評
階

電  話 03(6826)1222 FAX 08(6826)1231

上記代 理 人 弁 護 士  三  浦   雅   生

弁 護 士 河   野  裕   輔

回  答  書
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冠省  当職 らは、株式会社 JTB(以 下 「当社 」 といいます )か らの依頼 に よ り、当社

の代理人 と して貴法人 に対 し、貴法人か らの令和 8年 8月 31日 付質問書 に対 し以下の

十

螂

とお り回答 します 。

1 「質 問事 項 1」 につ い て

当社 たび たびバ ンク契約約款 (以 下

9条 1項 等 の事 由以外 での現金 の払戻 を しない 、 と規定す る理 由・ 必要性 は何 か、

との ご質問です が 、第一次的 には、お 客様 が支払 った代金 は原則 と して払戻 しでき

ない こ とを理解 していただ くための規 定です。 本約款 に よ り成 立す る契約 (以 下

「本契約 」 といい ます )が 「割引購入 権販売契約」 と明記 され るとお り (本 約款 1

条 )、  本契約 の法的性 質は 、当社旅行 商品の割 引購入権 を 目的物 とす る、売買契約

諦 駆 観 釜 拠 就 途 燃 濯 脇 献 期 焼 婦 膝

その代金 に充 当す る事務 を行 う準委任 契約 (民 法第 656条 、第 643条 以下)で ある

と考 え られ ます」 との見解 を述べ られ ています が、本約款 の規定 に沿 った解釈 とは

言 えませ ん。本約 款 6条 11項 では、原 則 と して現金 に よる払戻 しは しない旨規定 し
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斗
てお り、払戻 しは限定 され た例外―

定か らす るとお客様 には金員 の返

契約 を締 結 しな い こ ととな った顧

して没 収 され るに等 しく、 これ に

|||||||||||||||||||||||
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玲.格 揚‖合のみ認められる扱いです。この規

権イよ'原 則 と してないので、 当社がお客様 の
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慰織
「金員 を預 か り」等 とす る関係 もあ りませ ん。 貴法人か らは進学塾の受講契約 にお

け る解 除制限条項 が消費者 契約法10条 違反 とされ た裁判例 を引用 され 、同裁判例 で

は、進 学塾の受講 契約 の性 質が準委任 契約 であ るとされ ています が 、一般 に進学塾

での講習 が、当該 塾の広範 な裁量の もとで実施 され る一方 で、受講料 も しば しば高

額 とな ることか ら、消費者 の契約 関係 か らの解放 の必要性 も相応 に大 きい と見 られ 、

この よ うな消費者保護 の観 点 も踏 まえ、上記受講多契約 の性 質 を準姿任契約 と した裁

升雌 計母 骨解
二を建云踊 程こと監 ∬ 魯 誌 第 憲 F得 懲

丹母着母写置
後

計算方 法に よる付加額 の合 算 によつて将来の旅行 に際 しての割 引額 を決定 し (本 約

款 6条 8項 、 4項 )、  かか る金額 につ いて割 引 を受 ける権利 をお客様 に付与す る と

い うものであ り、お客様 に とつては、割 引購入権 の内容 が少 な くとも代金額 以上 と

な るこ とは明 らか です。上記受講契約 と本契約 とでは、事業者 の裁 量の幅 が大 き く

異な るもので、ひ いては消費者保護 の必要性 の程度 も大 き く異な るため、上記裁判

例 は本約款 とは事案 を異 に します。

また貴法 人か らは 、本約款 6条 11項 に よつて、同項が認 め る以外 の事情 で 「旅行

います。 この点 、本契約 を準委任 契約 と解す る こと自体が誤 りであ るため、現金払

戻 しを原則禁止 とす る同項 の規定 をもつてそ もそ も 「損害賠償又 は違約金」 と称す

る余地 はない上 に、同項 の存在 が本約款 にお いて明示 され てい るた め、将来 、旅行

契約 を締結 しない場合 には班払金 の払 戻 しを受 け られ ない とい う不和I益 につ いては

お客様 は これ を当然 に予想 して代金 を支払 うこ とにな り、本約款 では クー リングオ

フ規定 も設 け られ (本 約款 4条 )、  クー リングオ フ期 間経過後 にお いて も、明 らか

踊 罐 §腱 誕 胸 :源 爾 鋒 ピ 醒 i細 4[ξ 麟

権 の有効期限 は10年 等 とされ てい るた め (本 約 款 6条 7項 )、  もともと将来 の旅行

を計画 して本 契約 を締結す るお客様 が 、 この期 間内に 「旅行契約 を締結 しな い こと

とな」 る事態 は、通常は想 定 され ないケー ス と見 られ ます。 これ らか らす る と 「顧

争,糠ど‖営整稔雹a写色提尋写Fを括尋響紺
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斗 ■
客の損 失 が極 めて甚大」 とされ る

さらに貴法人か らは 「本契約 の

還す ることには、特段 の不利益 は生 じない」 との指摘 もされ ています が、当社 は実

務的 には、将来発 生す る旅 行契約 の旅行代金 に充 当 され ることを想 定 して割 引の付

加額 を設定 してい るため、お客様 か らの解除 を 自由にす る とその予測 が困難 とな る

等 、業務運営 に支障 をきた します。他 方 、お客様 に 「特段 の不利益 」が生 じるもの

でない こ とは上記 の とお りです。

なお 、仮 に本契約 において現金 の払戻 しを 自由に認 めるもの とす ると、あたか も

専 と し 掌サ 推 象 転 免 除 X縣 攀
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2

と同様 の経 済的性 質 も帯 び て くるた め 、そ の観 点 か らも現 金 の払 戻 しを 自由 とす る

とす る よ うな商 品設 計 は で きませ ん。

「質 問事項 2」 につ いて

本 約款 9条 1項 及 び 3項 が 、お 客様 か らの解 除事 由 を規 定 してい る こ とにつ い て、

これ ら以外 の場 合 の解 除 を制 限す る趣 旨か 、ま たそ うで あ る場合 の理 由 `必 要性 は

何 か との ご質 問 です が 、 これ は制 限す る趣 旨で あ り (も と よ り、民 法 541条 等 の法

定解 除権 まで制 限 す る趣 旨 でな い こ とは言 うま で もあ りませ ん )、  そ の理 由・ 必 要

性 につ いては、本 契約 の性 質が売

貴法人か らは、本 契約 の性 質 が

除権 を不 当に制限す るもの と して消費者契約 法10条 に よ り無フメ功では ないか との疑 問

あ り等 と指摘 され ています が、当社 はお客様 の金員 を預 か る地位 にない等 、本契約

の性 質 が準委任契約 ではな く売買契約類似 の契約 であ るこ と、お客様 の損失が極 め

て甚大 とされ る批判 が 当た らない こと、お客様 か らの解除 を 自由 とす ると業務運営

上の支障 をきたす こと、ま た出資法違 反 の懸念 も生 じるこ とは上記 1で 述ぺ た とお

りです。                                草々

亀藝絶す難筆彗賃密魏と写亀と耗を様の解
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差出人  〒1040061
東京都中央区銀座 5丁 目4番 3号対鶴館

五木田・三浦法律事務所
8階
鯉 オフィス

受取人  〒060-0004
北海道札幌市中央区北四条西 12丁 目1番 55ほくろうビル 3階

認定特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道

弁護士 三浦雅生

理事長 松 久 三四彦  殿
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